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キンメダイ資源の永続的利用をめざして
－漁業者が守り続けた５０年間－

千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合

キンメ部会 上村 武男

（１）地域と漁業の概要

私達が暮らす東安房・夷隅地域は房総半島の南部から南東部に位置し、鴨川市から御宿

町までの黒潮が北上する太平洋岸に面しています （図１）。

この地域は、緑豊かな丘陵性山地が広く分布し、海岸線は変化に富んだ自然豊かな地形

です。古来から漁業が盛んな一方、豊かな自然を生かした観光地でもあります （表１）。

表１ 魚種ごとの操業パターン

千葉県

太平洋

東京湾

黒潮御宿町～鴨川市

図１ 地域の位置

この地区の漁業者は、季節に応じて来遊する魚や豊かな磯根の魚介類・海藻類を対象に

様々な漁業を営んでいます。

（２）活動団体の組織と運営

私達が所属する千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合は、御宿町から鴨川市までの小型漁船

漁業を営む漁業者によって組織される業種別漁業協同組合です。

昭和４１年４月１２日に設立され、現在、５１３名の組合員がいます。また、下部組織

が５つあり、キンメ部会はその一つです （図２）。

図２ 沿岸小型漁船漁業協同組合とキンメ部会
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（３）研究・実践活動課題選定の動機

キンメダイは漢字で「金目鯛」と書くとおり金色の大きな目を持ち、生前は背側が淡い

赤色、腹側が銀白色の魚で、漁獲後は全体が鮮やかな赤色となり消費者の方達にはこちら

の方がなじみがあると思います。

近年、漁獲量の減少や魚価の低迷が続く中、キンメダイ漁は安定した収入が見込め、私

を始め外房地区の漁業者のほとんどが、生計の柱とするようになりました。現在、 隻200
以上の船がキンメ漁に携わっています。しかし、一方で漁場が限られているため、操業船

が集中しやすいことが難点でもあります。

今回、ともすれば乱獲に陥りそうなこの漁業が漁業者間の操業調整を基本とした厳しい

自主管理により長く保たれてきたという事実と同時に、その資源管理対策に取り組んでき

た経過を報告したいと思います。

（４）研究・実践活動状況及び成果（効果）

１）漁法について

私達はキンメダイを「立て縄釣り」という

漁法で漁獲します。立て縄漁具は１本の道糸

と幹縄の先に約 ｍ毎に枝縄と釣り針を付1.6
け、一番下に２～３㎏の鉄筋の重りを付けた

ものです （図３）。

餌は冷凍したイカを１０～１２ 程度のcm
短冊に切り、赤く染めたものを塩漬けにして

使います。

朝１回目の漁具を入れ、引き上げるまでに

掛かる時間は、魚があまりかかっていない場

合でおおよそ約１時間、多い場合で１時間半

ぐらいです。

図３ キンメダイ立て縄漁具概略図

２）漁場について

、 、 、 、 、千葉県周辺のキンメダイ漁場は 沿岸域が北から 銚子沖台形場 勝浦沖漁場 布良瀬

沖の山を中心とした東京湾口漁場、伊豆東岸漁場、御前崎沖漁場で、沖合域が三宅島周辺

を中心とする三宅近海漁場（三本、イナンバ、八丈西の瀬、新黒瀬、銭州）と更に沖合の

小笠原周辺海域（青ヶ島周辺）等があり、私達、外房地域の漁業者は主に１０月から翌年

６月までは勝浦沖漁場を主体に操業し、夏場に１０隻程度が三宅近海漁場で操業をしてお

ります。

勝浦沖漁場は、勝浦灯台から南東方向に１０～２６㎞沖にあり、 点（Ｎ： ° ′A 35 05
140 35 34 52 140 35 34 52 140Ｅ： ° ′）Ｂ点（Ｎ： ° ′Ｅ： ° ′）Ｃ点（Ｎ： ° ′Ｅ：

° ′）Ｄ点（Ｎ： ° ′Ｅ： ° ′）の４点に囲まれた区域を指します。20 35 05 140 20
区域内の北側には大陸棚が東西に走り、南側は主漁場である東西２群の凸状地形群（西

側凸部分：漁場名福島ﾓﾀﾚ、東側凸部分：漁場名灯台ﾓﾀﾚ）が ｍ以上もの水深がある1,000
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切 縄 ： ﾅｲ ﾛ ﾝ
1 6 号 3 0 ｍ

枝 縄 ： ﾅｲ ﾛ ﾝ１ ０号

1 .6 ｍ 間 隔
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西の鴨川海底谷と東の勝浦海底谷から立ち上がっており、凸状部分の頂上付近は水深は

ｍ前後です。主漁場の中では各船団毎に操業場所の大まかな棲み分けがなされていま300
す （図４）。

図４ 勝浦沖漁場の海底地形図と資源管理の範囲
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３）漁獲状況について

勝浦沖漁場の漁獲量は、操業隻数の増加や漁具の進歩とともに昭和４７年頃から増え始

め、昭和５６年には ｔを超え、昭和６０年には最高の ｔを記録し、その後、徐500 1,199
々に減りながら平成７年までは ｔ前後を保っていました。しかし、平成８年以降急激750
に減少し、平成１０年には近年で最も低い ｔまで落ち込みました。268

その後、平

成１１年から

急激に増えて

平成１３年に

は ｔと再1,083
び ｔの大1,000
台を超えたも

のの翌年から

再び減り始め

平成１５年は

ｔとなって795
（ ）。います 図５

図５ 千葉県におけるキンメダイ漁獲量の推移

４）勝浦沖漁場の歴史と操業規約の成り立ち

勝浦沖漁場が形成された過程をキンメ年表として表２－１，２にまとめました。

この表２－１，２からも解るように勝浦沖漁場は、昭和５年に発見されて以来昭和２７

年まで天津・小湊の船団を中心に神奈川県船も含めて自由な操業が行われてきました。

しかし、昭和２８年になると神奈川県船（三崎船）が魚群探知機や集魚灯を使った夜間

操業を開始し、これが問題となりました。キンメダイは、夜間、餌を追って遊泳層が浅く

なり、更に、集魚灯は餌の小魚やエビ類を集めるため、キンメダイを釣りやすい状態を作

るためです。

この問題は、千葉南部・三浦・相模連合海区調整委員会で話し合われ、神奈川県三浦船

は操業調整がつかず撤退し、操業は千葉県船のみとなりました。

その後、操業隻数と漁具の釣り針数が増加し、漁場で操業船同士で漁具が絡んだり、切

れたりするトラブルが出始め、必然的に漁場における操業規制の必要性が発生しました。

これら、操業上のトラブルについては、当事者のほぼ全てが沿岸小型漁船漁業協同組合

の構成員であり、漁業種類が自由操業であるため、話し合いによる解決が前提となってき

ます。

この様な背景から、当初は秩序ある安全な操業を目指し「口頭による申し合わせ」程度

であったものが昭和４４年に文書化され、そして、昭和５２年の沿岸小型組合下部組織で

あるキンメ部会の発足を契機として、昭和５３年に正式に「 」として取り決めら操業規約

れ、以降、キンメダイ操業はこの規約の下で行われるようになりました。
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表２－１ キンメ年表（昭和５年から５１年まで）

キンメ年表１ 千葉県勝浦沖漁場

年号 年 西暦

5 1930
6 1931
7 1932
8 1933
9 1934
10 1935
11 1936
12 1937
13 1938
14 1939
15 1940
16 1941
17 1942
18 1943
19 1944
20 1945

昭和 21 終戦後、燃料が自由になり天津船４隻を中心に操業を再開。 1946
22 1947
23 1948
24 1949
25 1950
26 1951
27 1952
28 神奈川県船が「魚探」「集魚灯」を使用して夜釣りを実施。（夜間操業が始まる） 1953

29 1954

30 1955

31 1956
32 1957
33 1958
34 1959
35 　　　　　　　　　　　 1960
～ 1961
40 1965
41 4/12：千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合設立（登記） 1966

42 1967

43 1968

44 1969

昭和 45 1970
46 1971
47 釣り針数を180本に制限する。 1972
48 　　　　　沿岸小型船のキンメ漁操業隻数が更に増加。 1973
～ 1975
51 1976

１月に勝浦沖漁場キンメ操業者会議を勝浦にて開催。千葉南部・三浦、相模による連合
海区調整委員会にて覚書が締結。その結果、基本は自由操業。操業方法は立て縄、７ｔ
以上の県外船と夜間操業の禁止が決まった。神奈川県船は勝浦沖漁場から撤退。

沿岸小型船のキンメ漁操業隻数が増加。

釣り針数200～250本の底立て縄で浮き子を使用して操業する船が出現し、船間で漁具
が絡んだり、切れたりするトラブルが出始める。そこで、沿岸小型漁船漁業協同組合で各
船団間で口頭による申し合わせ（操業調整）が行われ、釣り針数を200本に制限した。

操業時間を日の出から日没までとし、集魚灯の使用自粛を徹底。これまでの申し合わせ
事項を文書化する。操業規約の始まり。1/30

この「夜間操業」が問題となり、小湊漁協組合長を中心に話し合いが開始。12月に勝浦沖
漁場におけるキンメ操業について話し合い。（静岡県三島）

第二次世界大戦（太平洋戦争）中は資料が無いため、操業状況は不明。

この頃から周辺地区の小型船が操業に参入し、操業隻数や漁具の
釣り針数が増加する。

出来事
静岡県船及び神奈川県船がマグロ延縄漁にきてキンメダイが生息していることを発見す
る。

神奈川県小田原船が天津及び小湊に寄港し、キンメ漁の操業技術を伝える。その後、こ
の地区ではじめてのキンメ漁が天津船４隻、小湊船５隻で開始。
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表２－２ キンメ年表（昭和５２年から平成１６年まで）

キンメ年表２ 千葉県勝浦沖漁場

年号 年 西暦

52 1977

53 1978

54 1979

55 1980

56 1981

～
60 1985

61 1986

昭和 62 1987

63 1988
平成 1 1989

2 1990

3 手揚げ終了後の動力式釣り機使用時の釣り針数の変更。 1991
4 1992

5 1993

6 1994

7 1995

8 操業開始日を１０月１日からとする。休漁日を増加する。 1996
9 1997
10 休漁日を増加する。期間中１２月を除き毎週土曜休漁。１２月は第１、３土曜日。 1998
11 一人乗り船は操業開始時間の１０分前には胴の間の作業灯を消す。 1999
12 2000
13 2001
14 漁場では１人乗りは胴の間の作業灯を、２人乗りは青灯、３人乗りは赤灯を点灯する。 2002

15 2003

16 2004

２月改正：11年に追加した項目の削除。８月改正：①操業船：操業船は朝縄船のみとす
る。これにより、朝縄船が掲げる船首マストの黄色の旗は廃止。但し、規約中から１船１
台増し船の記述は削除しない。②操業期間：原則従来通り、但し3/16～6/30までは日の
出時間に合わせるため、開始時刻は担当役員で適宜判断。③漁具・漁法：朝縄船の釣
り針数は１回目150本以内、２回目以降は50本以内とする。

２月21日申し合わせとして市場での最小取り扱いサイズを全長２５ｃｍとした。１０月（漁
期初日から）資源管理モニタリングの開始。大陸棚周辺の小型個体の保護について検
討を開始。

出来事

動力式揚縄機が許されているムツが大漁。キンメも混獲された。動力式釣り機の台数制
限、対象魚種の表示、釣餌の制限。

操業規約の目的に「安定した漁場として永続させる」との文言を追加。
〔A点（Ｎ：35°05′Ｅ：140°35′）　Ｂ点（Ｎ：34°52′Ｅ：140°35′）Ｃ点（Ｎ：34°52′
Ｅ：140°20′）Ｄ点（Ｎ：35°05′Ｅ：140°20′）〕の４点で囲まれた海域を「キンメ場」と
定義した。４月に千葉県広域資源管理推進指針が策定された。
規約の改正点①漁業資源の保護を重点とする。②操業時間を１日７時間とする。③釣り
針数の制限。④朝縄を手揚げから動力式に変更。

操業期間と操業時間（開始及び終了時刻）の改定、朝縄投縄の規定を追加。この年操業
隻数が350～370隻となる。

操業期間(11月1日～6月30日)、禁漁期間の改正。勝浦沖キンメ漁場から外れている物の
大陸棚におけるキンメ操業の自主規制を開始。（釣り針数の制限　専業船：６０本、遊漁
船：３０本とする）
動力式縄揚機が導入されるため規制を強化。①キンメ操業は手揚げとする。②１日の操
業回数を11月1日～4月30日は４回、5月1日～6月30日は６回と規定。③釣り針数の制限
（操業１回目は180本、2回目以降100本以内）④ｷﾝﾒﾄｰﾙ、樽流し、イカ釣り機の全面禁
止。灯火の点灯規定。各地区船団役員による漁具の確認。等

キンメ操業船の専業船主導で沿岸小型組合の下部組織「キンメ部会」が発足。この年、
操業期間(11月1日～6月15日)、時間、禁止漁法、漁具の制約、休漁日、操業方法、遊漁
船の取り扱いについて規定した。

操業時間の短縮。指針に基づき資源保護のため１歳魚の再放流。これまでの取り組み
が平成６年度資源管理型漁業指導普及事業先進事例調査報告書(全漁連,９５年３
月,pp30-47)、及び第９回OECD水産委員会専門家会合提出論文(1997年OECDより出
版)で紹介される。キンメダイ資源管理計画の策定が開始される。（県漁連）

沿岸小型組合主導でこれまでの申し合わせ事項をまとめて「操業規約」として作成。沿
岸小型組合各船団役員による漁具点検の実施。

禁漁期間における大陸棚のキンメ漁の禁漁。千葉～静岡までの一都三県による広域資
源管理が始まる。資源管理推進指針の策定が始まる（県）

７月１７日：千葉県広域回遊資源管理計画（キンメダイ）が承認され、千葉県資源管理型
漁業実践推進漁業者協議会（キンメダイ）が設置された。
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昭和４４年１月３０日にできあがった規約は、現在の１２項目、附則、別記から成り立

っています。現在の規約について簡単に説明します。

まず第１項では規約の目的が示されており、その内容は「キンメ場における漁業資源の

保護と操業秩序の維持を図り、もって安定した漁場として永続させることを目的として、

キンメ立縄操業船の操業方法等を定める 」というものです。以下、操業期間、管理の範。

囲、操業船、操業時間、漁具・漁法の制限、操業船の識別、漁具競合の場合の措置、禁止

事項、違反した場合の罰則、そして、この規約の各項目について問題や疑問が生じた場合

の解決策としてキンメ部会による協議を指定しています。

「すべての問これは規約中で最も重要な点で、

との考えの元題は話し合いによって解決する 」。

に、漁具の発達や操業隻数の増加等、現在まで

２５回を数えた規約の改正や、改正しないまで

も運用面での取り扱い等、徹底した話し合いを

経て決定された事柄は数え切れません。この精

神（考え方）無くして自主管理は成り立たない

と考えています。そして、最後の項目として規

約の徹底のため、各船団役員に船団各船の（漁

具等の）点検や操業船の秩序維持に注意すること写真 キンメ部会船団長会議の様子

となっています （図６）。

次に附則ですが、ここでは大陸棚での禁漁期間中のキンメダイ操業の禁止、キンメ場で

の遊漁船操業の禁止、八幡崎沖大高根漁場におけるキンメダイ操業は平成１５年２月１６

日改正の旧規約を準用する。最後に別記ですが、ここでは「１歳魚の保護」を規定してお

り、平成５年に県から示された「千葉県広域資源管理推進指針」を受け、平成６年度漁期

より１歳魚〔全長２２ｃｍ（体長１８ 、体重１２０ｇ未満〕は再放流することになっcm）
ています。

図６ 規約の内容（要約）

１）管理規約　「勝浦沖キンメ操業規約 」に基づき管理
２）管理主体　千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合 （キンメ部会が中心 ）
３）管理内容
　　①管理区域の設定　通称 「キンメ場 」エリアを設定
　　②操業期間の設定　１０月 １日から翌年６月３０日
　　③操業方法の規制　操業開始 ・終了時間の設定
　　　　　　　　　　　　　　　漁具の制限
　　　　　　　　　　　　　　　　・一人 １本 、朝縄のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　・綱の長さ６本 （１本 ２００ｍ ）以内
　　　　　　　　　　　　　　　　・幹縄 １６０cm以内
　　　　　　　　　　　　　　　　・分銅 ２～ ３kg
　　　　　　　　　　　　　　　　・釣数 １回目１５０本 、２回目以降５０本以内
　　　　　　　　　　　　　　　　・切縄 　３０ｍ以内
　                     　　　　・餌のサンマ、イワシ使用禁止
　  ④操業船の識別ルール　２人青色灯 ・３人以上赤色灯、操業時の回転投点灯
　  ⑤漁具競合の場合の回避措置
　　⑥禁止事項の細則   　地獄縄、樽流しの禁止、操業期間中の土曜休漁ほか
　　⑦罰則
　　⑧附則　　大陸棚の操業禁止、大高根キンメ漁場の取扱、釣客船の入漁禁止、
　　　　　　　　　１歳魚の再放流ほか
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５）自主管理の実践状況

①資源管理漁業者検討会の開催

、 、 、先に述べました勝浦沖漁場の歴史と規約の成り立ちを見ても解るとおり 私達は 当初

秩序ある安全な操業を主目的としていましたが、昭和３０年には夜間操業の禁止を決める

など資源の保護・管理の考えを既に持っており、近年、操業調整を続けている中で「資源

を永く利用していくべき」との気運が高まりました。これを契機に積極的な資源管理に取

り組み始め、平成２年には太平洋中ブロックの千葉～静岡までの一都三県でキンメダイ広

域資源管理が始まり、平成５年４月に千葉県広域資源管理指針が示されました。更に、平

成７年７月には県漁連が策定した千葉県広域回遊資源管理計画書が承認され、現在は、千

。（ ）葉県キンメダイ資源管理実践推進協議会を中心に広域的な管理が行われています 図７

勝浦沖漁場協議会では、毎年、漁期前に昨年度の状況報告を行い、自分たちの漁獲情報

を総合し、漁獲量、金額、単価、漁獲努力量（ＣＰＵＥ 、銘柄別組成等から勝浦沖漁場）

。 、の資源状態を推定しています また

漁期中であっても何か問題が起こっ

た時には、その問題に応じて「キン

メ部会役員会 「キンメ部会船団長」

会議 「キンメ部会総会」と適宜話」

し合いを実施し、各船団の総意のも

とに問題の解決に当たっています。

図７ 資源管理組織図

②標識放流による資源生態解明への取り組み

私達は、キンメダイの生態を解明する試みの一つとして、県水産研究センターの指導の

もとでキンメダイの標識放流を行っており、現在までに放流した魚の総数は７，５１７尾

となっています（表３ 。）

表３ 勝浦沖漁場での標識放流結果

標識放流したキンメダイは、その後の再捕結果から、ほとんどが県内で漁獲されており

その中の８５％は放流地点の周辺であることから、基本的にあまり移動せずにその場に留

。 、 、 、 、 、まっている様です 県外へ移動した例としては 伊豆東岸漁場 御蔵島 青ヶ島 紀南礁

勝浦沖

静岡県漁業者組織

東京湾口・伊豆諸島 銚子沖

銚子沖漁場協議
会

一都三県キンメダイ資源管理実践推進協議会

千葉県キンメダイ資源管理実践推進協議会

神奈川県漁業者組織

千葉県沿岸小型漁協キンメ
部会＝勝浦沖漁場協議会

布良瀬漁場資源管理型漁業
推進協議会

東京都漁業者組織

Ｈ2 1,323 74 59 15 8 1 3 1 2 1 82

H10,11 411 6 6 0 6

H12 1,564 27 27 0 27

H13 1,764 24 24 0 24

H14 1,684 16 16 0 16

H16 771 1 1 1

7,517 148 133 15 0 0 8 1 3 1 2 1 156

94.9% 85.3% 9.6% 5.1%

再捕場所

再捕合
計尾数

奄美島
北西

県外計

県外

伊豆東
岸

御蔵島 青ヶ島 紀南礁

再捕割合

放流年度 放流尾数

県内

県内計
勝浦沖
漁場

ﾐｿﾞ場 台形場 布良瀬
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奄美大島北西の各漁場から報告があり、大きく移動することもわかりました。また、県外

で再捕された魚体はいずれも大型個体で、その他の漁場（銚子沖台形場・布良瀬・東京都

・神奈川県・静岡県）で行われた標識放流結果と併せると、年齢で４歳を超える頃になる

と移動性が

強まり、ま

た、隣りあ

った漁場間

では互いに

、交流があり

千葉県で放

流された魚

は北上する

よりも多く

は南下傾向

を示す結果

となりまし

た （図８）。

図８ 千葉県で行われたキンメダイ標識放流の再捕結果から推定した移動

（出展：池上直也 、黒潮の資源海洋研究第５号）2004
③再放流の実施とサイズの引き上げ

１歳魚の再放流は、その経済性から千

葉県広域資源管理指針において放流の有

効性が示され平成６年から実施されてい

ます。しかし、平成１４年度までの漁獲

物の銘柄別組成等から、時期漁獲対象と

なる小型魚があまり見られないことが、

度々漁業者検討会を始め会議の席で指摘

されていたところ、平成１５年度漁期前

半にかけてこの小型魚が僅かながら見ら

れるようになりました （図９）。

そこで、この小型魚の取り扱いについ

規約の改正ではて、検討を重ねた結果、

なく運用面で再放流サイズを全長２５

、体重２００ｇ以下に引き上げ、同時cm
に実効性を持たせるため、市場での取り

扱いをしないよう各沿海漁協へ要請を行

また、他地区漁業者検討会っています。

の席でも足並みを揃えるよう要請してい

るところです。図９ 勝浦地区銘柄別漁獲量の推移
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④資源監視システムの構築

現在、勝浦地区のキンメダイ漁は漁場が集中しており、その年々の漁獲が後年の資源量

に影響を与えるものと考えていますが、その年度がどのような漁獲状況であるかについて

、 、 。は 漁期が終了しないと解らず 資源管理上の対策が後手に回っている状況にありました

そのため、リアルタイムで漁獲状況を把握、整理し、データに基づいた適正な対策をと

、 （ ）る必要があると感じ 平成１６年度漁期より次のような資源監視システム モニタリング

を開始しています （図１０）。

方法

ａ：各漁協が を沿岸小型船漁協に する。「銘柄別のキンメ水揚日報 「出漁船数」」、 FAX
専用に作成したフォーマット 銘柄別組成（漁獲量・割合 、CPUEｂ：同漁協で、 に入力し ）

が示せるようにする。

ｃ：同データを、県指導機関（改良普及課及び水産研究センター）に し、資源状況FAX
の検討材料にする。

ｄ：県指導機関では、顕著な小型化や漁獲の急増など、資源管理上適当でない操業がみら

れた場合、助言を行う。

この取り組みにより、ともすれば漁獲実

績と勘だけでの説明が主であった私達が、

行政や研究機関の指導のもと自らの漁獲デ

ータを分析し、数字や図表を基に議論する

ようになったことは、資源管理意識の向上

に大きく役立ちました。

更に、最近では「水揚量」で考えていた

資源量を「尾数」としてとらえ、個体数で

勝浦沖漁場の資源量を考えること、また、

漁獲可能量はどれくらいなのだろうか？

という議論も出始めました。図１０ 資源監視システムの流れ

６）今後の課題と問題点

現在、キンメダイについては一都三県の他地区においても操業規約を基に、広域的な資

源管理が進行しています。また、研究機関ではキンメダイ資源は千葉県周辺海域だけでな

く、紀南礁、南西諸島、沖合漁場を含む太平洋側全域を一つの系群とするべきとの考え方

が出てきており、私達も、資源管理を広域化し、広い地区の漁業者が共通認識を持つ必要

があると考えています。

、 、しかし 勝浦沖漁場でも資源管理意識が高く将来的な見地に立って考えている漁業者は

「後継者を持っている人」もしくは「熟年以下の比較的若い世代」に多く、私を含め後継

者のいない熟年層には資源管理意識がなかなか浸透しにくいのが現状です。また、まき網

や沖合底曳網など他の漁業との操業調整も大きな課題です。

さて、勝浦沖漁場でキンメダイが発見されてから今年で７５年になります。また、昭和

３０年に初めて操業調整が行われてから５０年が立とうとしています。

そこで、今一度、勝浦沖漁場はなぜこの様に厳しい規則が必要なのかを考え直してみる

と、勝浦沖のキンメダイ漁は一本釣り漁業の一種であり自由操業でおこなえる漁業です。

県指導
機関

日報

日報

沿岸小型漁船漁協日報
Ａ漁協

Ｂ漁協

Ｃ漁協

ＦＡＸ

入
力

資源
データ

指導

ＦＡＸ

ＦＡＸ

ＦＡＸ

役員会・船団長会議
資源管理検討会等

自
己
解
析
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これはともすれば、他県を含め操業船が集中し乱獲の恐れがある漁業と言えます。この

ような中で、操業秩序の維持から始まったとはいえ、先輩の漁業者の皆さんが、夜間操業

の禁止、操業秩序の維持、資源の保護、他漁業との調整問題等、現在の資源と漁場管理を

次世代に引き継ぐことに努力してくれたことには改めて頭が下がる思いです。

私達も先輩方の意志を引き継ぎ、そしてこの漁場を次世代に渡したい。また、若い漁業

者に勝浦沖漁場７５年の歴史と操業規約の成り立ちを理解してもらい、特に、これから各

船団のリーダーになるような人達は、自分本位の漁獲努力にとらわれず、資源管理の輪を

広げていってほしいと考えています。

最後になりますが、毎年、漁期前に勝浦沖漁場協議会が開かれ検討を行っていますが、

その会議で、この規約では生活が成り立たないという意識を持った人や、また、そのよう

な発言をする人が一人もいないことが、私達がこれからも資源管理を進めていく上で救い

となっています。


